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成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉の連携強化等の
総合的な権利擁護支援策の充実について

～成年後見の現場から～
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お伝えしたいこと

１．専門職団体からみた現状と課題
第３ 運用・法改正で改善するべきと考える事項
成年後見制度利用促進専門家会議
第２回運用改善等ＷＧ（令和3年9月15日）より

２．本人にとって必要な支援とは
～事例から検討できること
・権利擁護支援チームの存在
・中核機関・権利擁護支援の地域連携ネットワークの存在
・成年後見制度の必要性の判断について

３．必要な人に必要な制度がつながる連続した権利擁護支援の充実に向けて
～法制化に向けた検討
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２．本人にとって必要な支援とは
～事例から検討できること

・遺産分割協議の判断を自ら行うことが困難
→「この部分においては」後見人等の関与が必要

↓
遺産分割協議終了後は
後見人等の存在は必須なのか？
※現行法では、継続せざるを得ない
→必要である場合でも利用を躊躇する
一因となってしまっている。

↓
・従前の家族による支援
・意思決定支援や福祉サービス利用を援助する仕組み

+
・今後想定される本人やその取り巻く状況の変化にどのように対応するか？
・必要な支援体制とは？



・権利擁護支援チームの存在
・家族等の支援があり権利擁護支援チームが機能している場合
法的課題が解決すれば成年後見制度利用の終了を検討できる。
もしくは、親族後見人へのリレー（支援信託・支援預貯金の活用など）

・家族等による支援が期待できないなど後見人等の支援が必要な場合
成年後見制度の利用を継続するが、市民後見人等へのリレーも検討

・法的課題がなく十分な支援がある場合
日常生活自立支援事業、
意思決定支援をサポートする権利擁護支援策等が
充実していれば権利擁護支援チームに後見人等は必須ではない
（法的課題が解決した後の後見人等の退任も検討できる）

→権利擁護支援チームが十分な機能を果たすこと
+

その時の本人の状態・状況に合った支援に柔軟に変更できる体制
チームをバックアップする中核機関の存在
後見人の選任・交代・終了時の家庭裁判所との情報共有・連携



・中核機関・権利擁護支援の地域連携ネットワークの存在

「権利擁護支援チーム」の構成員は固定していない
例えば・・
障害福祉サービス利用→加齢により介護サービス利用が必要となる
家族の状況や関係性の変化
（高齢化、遠方への転居、意見の相違による対立・・
「チーム」の一員としての役割が果たせなくなる）

自宅での生活が困難に
本人自ら様々な支援を拒否してしまう（精神疾患の悪化などで）
・・等
→本人の状態、取り巻く状況の変化により必要な支援は変化する
（合わせてチームの構成員も変化する）

→権利擁護支援チームの自立後もケースに応じて
中核機関との情報共有や連携が必要



・成年後見制度利用の必要性の判断について

本人の状態・取り巻く状況の変化に伴いチームにおける本人支援の中で
後見人等の「必要性」「役割」も変化する

仮に「後見人等」がチームの構成員から外れた場合でも
成年後見制度が再度必要となるケースも想定される
（「権利擁護支援チーム」への再加入）
・新たな法的課題（別の相続、不動産の売却、消費者被害・・）
・「家族」による支援が困難
（いわゆる「親亡き後」等）
→親自身の意思決定支援が必要となり親の「チーム」形成が
必要なケースも

→成年後見制度が必要とされる状況を把握しスムーズにつなぐ仕組みが求められる。
（中核機関が状況把握、家庭裁判所との連携）
必要なときにいつでも利用できる。（安心して終了できる）



２．必要な人に必要な制度がつながる連続した権利擁護支援
の充実に向けて

・権利擁護支援チームの形成の中で本人に必要な
権利擁護支援策を検討（成年後見制度利用が必要か？）

・成年後見申し立て時の受任者調整
（選任後の後見人の役割や交代などの方向性も検討・
家庭裁判所とのイメージの共有）

※選任時に役割や方向性が整理されていると後見人は
的確に必要な本人支援が行える→本人にとってメリット大

・後見人等が「チーム」にいない権利擁護支援チーム
→地域における継続した支援体制
必要とされる場合は、適切な時期に成年後見の申立て

・成年後見制度利用後における必要性の見直し
・取消審判の後の家庭裁判所との情報共有
→法制化の必要性
・中核機関と家庭裁判所との円滑な情報の共有と連携のための法的
裏付けが必要

・総合的な権利擁護支援策の事業の充実
（社会福祉法第二種事業として位置づける等）



ご清聴ありがとうございました
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